
様式第１５号（要綱第１５条関係） 

 

堺市こども食堂開設支援補助金返納・返還命令通知書 

 

第     号 

年  月  日 

            様 

  

堺市長           

 

     年  月  日付けで交付決定・確定通知した補助金について、次のとお

り返納・返還するよう通知します。 

返納・返還すべき金額 円 

返納・返還期限 年  月  日まで 

返納・返還方法 別紙返納通知書による 

補助年度              年度 

補助事業名  

交付決定 年  月  日付け通知    第     号 

補助金交付決定額             円 

確定通知 年  月  日付け通知    第     号 

補助金確定通知額             円 

補助金の既交付額 

   年  月  日交付             円 

   年  月  日交付             円 

            計             円 

返納・返還事由  

１ 交付決定通知・補助金交付決定額・確定通知・補助金確定通知額は、それぞれ堺市補助金交付規則

（平成 12年規則第 97号）第９条第１項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部の取消し又は

変更があった場合及び同規則第 18 条第１項の規定による交付決定若しくは補助金の確定の全部又は

一部の取消しがあった場合は、取消し後又は変更後のものを記入すること。 

２ 堺市補助金交付規則第 18 条第１項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付

した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき政府契約の支払遅延防止等

に関する法律の率で計算した加算金を納付することになるので、速やかに返還すること。 

３ 補助金の返納又は返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から

納付の日までの日数に応じ、その未納額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律の率で計算し

た延滞金を納付することになるので、速やかに返納又は返還すること。 


